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「子ども虐待対応の手引き」目次の新旧対照表 

 
改正後 旧 

はじめに 

 

第１章  子ども虐待の援助に関する基本事項 

１．子ども虐待とは何か 

（削除） 

 

 （１） 子ども虐待のとらえ方 

（２） 子ども虐待の定義 

（３） 「保護者」及び「監護する」の解釈 

（４） 虐待の判断に当たっての留意点 

（５） 子どもに対する虐待の禁止 

（６） 虐待の子どもへの影響 

 

２．子ども虐待対応の基本的考え方 

（１）虐待が起こっている家庭の特質 

（２）子どもの特質 

（３）対応上の留意点 

① 発生予防から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの切

れ目のない支援 

② 親子の再統合に向けた支援など子どものみならず保護者

はじめに 

 

 第１章 子ども虐待の援助に関する基本事項 

  １．虐待とは何か 

  （１）子ども虐待への取り組みの沿革等 

  （２）子ども虐待のとらえ方等 

    ①子ども虐待のとらえ方 

    ②子ども虐待の定義 

    ③「保護者」及び「監護する」の解釈 

    ④虐待の判断に当たっての留意点 

    ⑤児童に対する虐待の禁止 

    ⑥虐待の子どもへの影響 

 

  ２．子ども虐待防止対策の基本的考え方 

（新規） 

（新規） 

 

  （１）発生予防から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの切れ

目のない支援 

  （２）親子の再統合に向けた支援その他子どものみならず親を含
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改正後 旧 
を含めた家庭への支援 

（削除） 

 

３．子ども虐待対応の原則 

（１）迅速な対応 

（２）子どもの安全確保の優先 

（３）家族の構造的問題としての把握 

（４）十分な聞き取りと正確なアセスメント 

（５）組織的な対応 

（６）十分な説明と見通しを示す 

（７）法的対応など的確な手法の選択 

（８）多機関の連携による支援 

 

 

 

 

 

４．子どもに対する支援の基本 

（１）子どもの権利擁護 

（２）子どもの発達支援、自立支援 

（３）パーマネンシーへの配慮 

５．子ども虐待対応の枠組み 

めた家庭への支援 

  （３）虐待の発生予防・早期発見からその後の見守りやケア、親

子の再統合の支援に至る関係機関の連携による支援 

  ３．虐待事例への援助の特質 

  （１）虐待をする保護者のリスク 

  （２）保護者の意に反する介入の必要性 

  （３）諸機関（関係者）の連携の必要性 

  （４）在宅での援助を継続する場合 

  （５）児童相談所と施設、里親との連携の必要性 

  ４．援助に際しての留意事項 

  （１）迅速な対応 

  （２）組織的な対応 

  （３）機関連携による援助 

  （４）子どもの安全確保の優先 

  （５）家族の構想的問題としての把握 

  （６）保護者への介入と援助 

  （７）親権の制限と権限の行使 

  ５．子どもに対する支援の基本 

  （１）子どもの権利擁護 

  （２）子どもの発達支援、自立支援 

  （３）パーマネンシーへの配慮 

（新規） 
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改正後 旧 
（１）虐待の重症度と児童相談所・市区町村の対応 

（２）特定妊婦・要支援児童・要保護児童への対応 

（３）市区町村と児童相談所の役割と連携・協働の留意点 

①通告への対応 

②支援における市区町村の役割  

③市区町村との関係で児童相談所が果たすべき役割 

（４）要保護児童対策地域協議会の運営 

①協議会が対象とする範囲 

②個別ケース検討会議の適切な開催 

③個別ケース検討会議の進め方 

④実務者会議における進行管理の留意点 

⑤児童相談所の果たす役割 

６．守秘義務と情報提供について 

（１） 児童相談所職員及び市町村職員の守秘義務について 

（２） 関係機関及び関係者の守秘義務と情報提供について 

（３） 要保護児童対策地域協議会の構成員の守秘義務と情報提供

について 

７．転居した事例への対応 

（１）児童相談所の対応 

① 転居に伴うケース移管及び情報提供について 

② 移管及び情報提供の判断の目安について 

③ 一時帰宅等の取り扱いに関するルールについて 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．守秘義務と情報提供について 

  （１）児童相談所職員及び市町村職員の守秘義務について 

  （２）関係機関及び関係者の守秘義務と情報提供について 

  （３）要保護児童対策地域協議会の構成員の守秘義務と情報提供

について 

（新規） 
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改正後 旧 
④ 「申し合わせ」の実施に伴う個人情報の取り扱い 

（２）市区町村における転居ケースの取り扱いについて  

 ① 市区町村間の情報提供の意義 

② 市区町村間での情報提供の方法 

③ 自治体職員の守秘義務と個人情報保護に係わる規定との

関係 

第２章  虐待の発生を予防するために 

１．子ども虐待問題を発生予防の観点から考えることの重要性（子

ども虐待はなぜ起こるのか） 

２．虐待に至るおそれのある要因とアセスメント 

（１） リスク要因とは 

（２） リスク要因を持つ家庭を把握するためのアセスメント 

 

３．市区町村の子育て支援策 

（１） 市区町村の役割 

（２） 妊娠期からの支援 

（３） 妊婦健康診査、乳幼児健康診査 
（４） 子育て支援サービス 
４ 市区町村における医療・保健・福祉の連携 

（１） 妊娠・出産・子育てに関する相談情報の提供 

（２） 要支援家庭を発見した場合の連携 

（３） 要保護児童対策地域協議会を活用した連携 

 

 

 

 

 

 

 第２章 発生予防 

  １．子ども虐待問題を発生予防の観点で捉えることの重要性（子ど

も虐待はなぜ起こるのか） 

  ２．発生を予防するための支援がなぜ必要か 

  ３．発生を予防するためには、どのような支援が必要か 

  （１）リスク要因を持つ家庭への支援 

  （２）子育て支援 

（新規） 

 

 

 

 

（新規） 
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改正後 旧 
 

 

（削除） 

 

第３章  通告・相談の受理はどうするか 

１． 通告・相談時に何を確認すべきか 

（１） 通告の対象となる子ども 

（２） 通告・相談への対応手順 

   ① 緊急受理会議の開催 

② 緊急受理会議の検討事項 

③ 緊急受理会議後の対応 

（３） 通告・相談のパターン 

(４)  通告・相談者別の対応のあり方 

(５) 時間外の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４．発生を予防するために、関係機関による連携はなぜ必要か 

 

 第３章 通告・相談への対応 

  １．通告・相談時に何を確認すべきか 

  （１）通告の対象となる子ども 

  （２）通告・相談時に確認すべき事項（虐待相談・通告受付票の

記入） 

   

 

（３）通告・相談のパターン 

  （４）通告・相談者別の対応 

  ２．通告・相談があった場合にまず何をやるべきか 

  （１）緊急受理会議の開催 

  （２）緊急受理会議の検討事項 

  （３）緊急受理会議後の対応 

  （４）時間外の対応 

  （５）通告者への報告 

  ３．子どもが自ら保護を求めてきた場合、どう対応すべきか 

  （１）子どもが電話や手紙等で保護を求めてきた場合 

  （２）子どもが来所して保護を求めた場合 
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改正後 旧 
 

 

２．市区町村から児童相談所への送致等をどうするか 

（１）送致 
（２）通知の積極的な活用 
（３）児童相談所に援助を求める場合 
 

 

第４章  調査及び保護者と子どもへのアプローチをどう進めるか 

  １．調査（安全確認）における留意事項は何か 

（１） 調査（安全確認）の意義 

（２） 調査（安全確認）で把握・確認すべき事項 

（３）関係機関から調査を行う事項 

（４） 調査（安全確認）の方法 

（５） 調査（安全確認）に際しての留意事項 

（削除） 

（削除） 

 

 

 

２．虐待の告知をどうするか 

 （１）告知の方法 

  （３）子どもが学校等を経由して保護を求めた場合 

  （４）緊急受理会議 

（新規） 

 

 

 

 

 

 第４章 調査及び保護者・子どもへのアプローチ 

  １．調査（安全確認）における留意事項は何か 

  （１）調査（安全確認）の意味 

  （２）調査（安全確認）で把握・確認すべき事項 

 

  （３）調査（安全確認）の方法 

  （４）調査（安全確認）に際しての留意事項 

  （５）調査において有用な身体医学的知識 

  ２．調査に当たって他機関との連携をどう図るか 

  （１）要保護児童対策地域協議会の活用 

  （２）個別の相談、通告から支援に至るまでの流れ 

  （３）関係機関と連携して調査を行う事項 

（新規） 
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改正後 旧 
 （２）告知を行う際の留意点 

３．保護者と援助関係を結ぶためのさまざまなアプローチ 

 （１）保健所、市区町村保健センター等の保健活動との連携 

 （２）関わりのある機関を経由する 

 （３）医療機関へつなぐ 

 （４）親族、知人、地域関係者等を介する 

 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

４．訪問調査を受け入れない保護者への対応 

５．子どもからの事実確認（面接・観察）はどのように行うか 

６．立入調査及び出頭要求並びに臨検・捜索等の要否をどう判断す

るか 

７．立入調査をどう進めるか 

 

（新規） 

 

 

 

 

 ３．虐待の認識を保護者にどう持たせるか 

  （１）子どもへの虐待が比較的軽い場合（ソーシャルワークアプ

ローチ） 

    ①援助者の基本的立場 

    ②児童相談所や市町村の役割について理解を図る 

    ③行為の背景にある目的を確認する 

    ④虐待についての社会的判断を伝える 

    ⑤親であることを強要しない 

  （２）子どもへの虐待がひどく、早期に分離を考えた方がよい場

合（行政介入によるアプローチ） 

４．調査に拒否的な保護者へのアプローチをどうするか 

（新規） 

５．子どもからの事実確認（面接・観察）はどのように行うか 

  ６．立入調査及び出頭要求並びに臨検・捜索等の要否をどう判断する

か 

  ７．立入調査に当たっての留意点は何か 
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改正後 旧 
８．出頭要求から臨検・捜索をどう進めるか 

（削除） 

 

９．性的虐待への対応について 

 
第５章  一時保護  

１．一時保護の目的は何か 

２．一時保護の速やかな実施 

３．虐待が疑われる事例への対応の流れ 

４．リスクアセスメントシートによる一時保護の要否判断 

５．職権による一時保護の留意点は何か 

６．一時保護の説明 

（１）子どもへの説明 

（２）保護者への説明 

① 保護者が保護を求めてきた場合 
② 関係機関からの通告の場合 
③ 一時保護告知の留意事項 

７． 一時保護中の子どもに対する援助のあり方 

８．一時保護中に保護者が面会を希望する場合の対応 

９．保護者の強引な引取要求への対応 

１０．家庭復帰させる場合の子ども・保護者への指導上の留意点 

１１．委託一時保護の留意点 

  ８．出頭要求から臨検・捜索に関する留意点 

  ９．児童相談所や施設の職員に対して暴力的な保護者にはどう対応す

べきか 

（新規） 

 

 第５章 一時保護 

  １．一時保護の目的は何か 

  ２．一時保護の速やかな実施 

３．虐待が疑われる事例への対応の流れ 

４．リスクアセスメントシートによる一時保護の要否判断 

  ５．職権による一時保護の留意点は何か 

  ６．一時保護の説明  

  （１）子どもへの説明 

  （２）保護者への説明 

  ７．保護者への一時保護告知 

 

 

  ８．一時保護中の子どもに対する援助のあり方 

  ９．保護者が一時保護中に面会を希望する場合の対応 

  １０．保護者の強引な引取要求への対応 

  １１．家庭復帰させる場合の子ども、保護者への指導上の留意点 

  １２．委託一時保護の留意点 
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改正後 旧 
１２．一時保護が２か月を越える場合の対応 

 
第６章  診断・判定及び援助方針の決定をどのように行うか 

１．各種診断はどのように行うか 

２．判定（総合診断）はどのように行うか 

３．援助指針はどのように作成するか 

（削除） 

４． 援助方針について保護者、子どもにどう説明するか 

５．児童相談所の援助方針を受け入れない保護者への対応 

 
第７章 親子分離に係わる法的対応をどう進めるか 

１．法的分離にはどのようなものがあるか 

２．家庭裁判所による子どもの里親委託または児童福祉施設等への入

所の承認－いわゆる児童福祉法第28条手続 

（削除） 

 

 

（削除） 

３．家庭裁判所による親権喪失、親権停止及び管理権喪失の審判並

びにこれらの審判の取消しの請求 

４．児童相談所長の権限と親権との関係 

５．法的分離手続の実際 

（新規） 

 

 第６章 判定・援助業務 

  １．各種診断と判定はどのように行うか 

  ２．判定はどのように行うか 

  ３．援助指針はどのように作成するか 

  ４．親子分離の要否判断はどう行うか 

  ５．援助方針について保護者、子どもにどう説明するか 

（新規） 

 

 

  ６．法的分離にはどのようなものがあるか 

  ７．家庭裁判所による子どもの里親委託または児童福祉施設等への入

所の承認－いわゆる法第28条手続 

  ８． 家庭裁判所による親権喪失宣告（民法第834条、児童福祉法第

33条の６）と失権宣告の取り消し（民法第836条） 

  ９．家庭裁判所による審判前の保全処分（特別家事審判規則第18

条の２） 

（新規） 

  

（新規） 

 １０．法的分離手続の実際 
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改正後 旧 
 

第８章  児童福祉審議会の意見聴取をどう進めるか  

１．どのような事例を児童福祉審議会に諮るか  

２．児童福祉審議会の意見聴取の手続はどのように行うか 

（削除） 
 
第９章 在宅における援助をどう行うか 

 （削除） 

１．在宅援助の基本的考え方と方法 

２ 関係機関との連携による支援 

３．要保護児童対策地域協議会の活用   

（削除） 

（削除） 

第１０章 施設入所及び里親等委託中の援助 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

１ 施設入所中及び里親等委託中の子どもとその家庭への関わり 

２．子どもへの人権侵害行為に関する対応 

３．家族再統合に向けた取組み 

４．家族再統合プログラムの考え方と実際 

５．家庭復帰の際の支援 

 

 第７章 児童福祉審議会の意見聴取 

  １．どのような事例を児童福祉審議会に諮るか 

  ２．児童福祉審議会の意見聴取の手続はどのように行うか 

  ３．児童福祉審議会運営の実際と活用はどのように行うか 

 

 第８章 援助（在宅指導） 

  １．在宅指導上の留意事項は何か 

（新規） 

（新規） 

（新規） 

  ２．子どもへの心理的援助はどのように行うか 

  ３．保護者への援助をどのように行うか 

 第９章 援助（親子分離） 

１．児童相談所における対応 

２．施設における対応 

３．里親制度の活用 

（新規） 

（新規） 

（新規） 

（新規） 

（新規） 
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改正後 旧 
 

第１１章  児童相談所の決定に対する不服申立てについて 

１．行政不服審査とは何か 

２．行政不服申立てにどう対応するか 

 

第１２章  関係機関との協働  

（削除） 

１． 福祉事務所（家庭児童相談室）との連携  

２． 市区町村の母子保健部門との連携  

３． 児童委員との連携  

４． 児童家庭支援センターとの連携 

（削除） 

（削除） 

５．保育所、幼稚園・小学校・中学校等との連携 

６．医療機関との連携 

７．警察との連携 

  （※内容は全面的に書き直し） 

８．弁護士との連携 

９．家庭裁判所との連携 

１０．配偶者暴力相談支援センター及び婦人相談所との連携 

 １１．民間虐待防止団体との連携 

   （※内容は全面的に書き直し） 

 

第１０章 児童相談所の決定に対する不服申立てについて 

  １．行政不服審査とは何か 

  ２．行政不服申立てにどう対応するか 

 

 第１１章 関係機関との連携の実際 

  １．市町村（要保護児童対策地域協議会 ）との協働  

  ２．福祉事務所（家庭児童相談室）との連携 

  ３．市町村の母子保健部局等との連携 

  ４．児童委員との連携 

  ５．児童家庭支援センターとの連携 

  ６．児童福祉施設との連携 

  ７．里親との連携 

  ８．保育所、幼稚園・小学校・中学校等との連携  

  ９．医療機関との連携 

  １０．警察との連携 

 

  １１．弁護士との連携 

  １２．家庭裁判所との連携 

  １３．配偶者暴力相談支援センターとの関係 

  １４．民間虐待防止団体との連携 
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改正後 旧 
 
（削除） 

 

 

 

 

第１３章 特別な視点が必要な事例への対応 

１．きょうだい事例への対応 

２．アルコール依存・薬物依存等の保護者への対応 

 

３．精神疾患が疑われる事例への介入と対応 

４．特定妊婦や飛び込み出産への対応 

５．乳幼児揺さぶられ症候群（シェイクン・ベビー・シンドローム）

が疑われる場合の対応 

（削除） 

６．代理によるミュンヒハウゼン症候群（Munchausen Syndrome by 

Proxy，以下 MSBP）への対応 

 

７．転居を繰り返す事例への対応 

８．配偶者からの暴力のある家庭への支援のあり方 

９．ステップファミリーの事例への対応 

１０．１８歳若しくは１９歳の子どもへの対応 

 

 第１２章 電話相談の実際 

  １．子ども本人からの相談 

  ２．養育者からの相談 

  ３．養育者以外からの相談 

 

 第１３章 特別な視点が必要な事例への対応 

  １．「きょうだい」事例への対応 

  ２．保護者がアルコール依存症の場合の対応 

  ３．保護者が薬物問題を抱えている場合 

  ４．精神疾患が疑われる事例への介入と対応 

（新規） 

（新規） 

 

  ５．保護者による治療拒否の事例 

  ６．代理ミュンヒハウゼン症候群への対応 

 

  ７．性的虐待への対応 

（新規） 

８．配偶者からの暴力のある家庭への支援のあり方 

（新規） 

９．１８歳又は１９歳の子どもへの対応 
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改正後 旧 
 １１．性的虐待を受けた子どもとその保護者への支援  

１２．ネグレクト事例への対応 

１３．心中事例に対する考え方 

 

第１４章 虐待重大事例に学ぶ 

１．重大事例に関する検証の必要性と枠組み 

２．虐待対応上の主なポイント 

３．その他の対応上のポイント 

４．自治体による検証のあり方 

 
参考資料 
 １．子ども虐待への取り組みの沿革 

 ２．調査において有用な身体医学的知識 

３．医学診断の留意点 

 

参考文献 

 

（新規） 

（新規） 

 

第１４章 虐待致死事例に学ぶ 

  １．国における児童虐待による死亡事例等の検証の経緯 

 ２．検証委員会の総括報告における提言 

 

 

 

 

（新規） 

（新規） 

（新規） 

 
※ 旧から「削除」としている部分については、改正後の手引きにおいては別の場所に記載を移しているものも含まれます。

逆に改正後で「新規」としている部分については、旧の手引きにおいては別の場所に記載していたものを移しているも

のも含みます。 
 


